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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　１枚のブランクシートから一体的に打ち抜かれた箱体形成片により形成された開封補
助機能付包装用箱において、前記箱体形成片には、互いに平行に連接された側面と、前記
側面の一つから一体に設けられ前記箱体形成片の組立状態で前記箱体形成片の一部に糊付
けされ箱体の開口部を閉鎖する蓋片と、前記蓋片に形成され開封するときに切断される一
対の切込線で挟まれた破断部と、前記蓋片が連接された側面の両側の側面の前記開口部側
の端部から連接して形成され前記蓋片の内側に折り込まれるフラップと、前記蓋片が設け
られた前記側面と対向する側面の前記開口部側の端部から連接して形成され前記蓋片の内
側に折り込まれる内蓋片と、前記フラップと側面との間に形成され中間で分断された折罫
線と、この折罫線の分断位置の端部から前記側面及び前記フラップ側へ各々変位した位置
であって前記折罫線から離間して形成された一対の開封補助折罫線とが設けられ、前記箱
体形成片の組立状態では、前記フラップと側面とを区切る前記折罫線を頂点とする角部に
、一対の前記開封補助折罫線により前記角部が面取りされた開封補助面が形成され、前記
破断部の端部は前記開封補助面に対向し、前記破断部の端部と前記開封補助面との間に空
間が形成されることを特徴とする開封補助機能付包装用箱。
【請求項２】
　　前記開封補助折罫線は、前記フラップと側面との間の前記折罫線の両側に略平行に一
対設けられていることを特徴とする請求項１記載の開封補助機能付包装用箱。
【請求項３】
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　　前記開封補助折罫線と対向する他の部材には、前記開封補助折罫線を露出する切欠部
が設けられていることを特徴とする請求項１記載の開封補助機能付包装用箱。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、上蓋片に開封用の切込線が設けられている開封補助機能付包装用箱に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
【特許文献１】
特開２００２－２３４５３１号公報
従来、上蓋片に開封用の切込線が設けられている包装用箱がある。例えば、特許文献１に
開示されている包装用箱があった。この包装用箱は、上蓋片の中央付近を横断して、互い
に平行に一対の切込線が設けられている。一対の切込線の間の帯状部分は、開封時に切込
線から切除される破断部となっている。
【０００３】
また、この他に上蓋片の先端側縁中央に一対の切込線が形成され、この先端部から上蓋片
の基端部側に向かって、斜めに互いに離れる方向に形成された一対の切込線が形成された
上蓋片もある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前記従来の技術の場合、上蓋片は側面やフラップに糊付され、上蓋片に設けられた破断部
の端部が、側面やフラップ部分の箱体角部に一致しているため、破断部を保持して引き上
げるための隙間や摘み部分が無く、摘み難いものであった。従って、破断部と角部の間に
つめを入れて先端部を起こして摘むなど、操作が面倒であった。特に子供や、高齢者、手
が不自由な人にとっては、開封することが難しかった。
【０００５】
その外、箱体の角部から破断部先端が突出し、開封可能とした包装用箱もあったが、破断
部先端が他のものに引っかかったり、破断部先端に力が加えられたりすると不用意に破断
しやすいという問題があった。
【０００６】
この発明は、前記従来の問題点に鑑みてなされたものであり、箱体の外側が平坦ですっき
りとし、開封が容易な開封補助機能付包装用箱を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、１枚のブランクシートから一体的に打ち抜かれた箱体形成片により形成さ
れた開封補助機能付包装用箱において、前記箱体形成片には、互いに平行に連接された側
面と、前記側面の一つから一体に設けられ前記箱体形成片の組立状態で前記箱体形成片の
一部に糊付けされ箱体の開口部を閉鎖する蓋片と、前記蓋片に形成され開封するときに切
断される一対の切込線で挟まれた破断部と、前記蓋片が連接された側面の両側の側面の前
記開口部側の端部から連接して形成され前記蓋片の内側に折り込まれるフラップと、前記
蓋片が設けられた前記側面と対向する側面の前記開口部側の端部から連接して形成され前
記蓋片の内側に折り込まれる内蓋片と、前記フラップと側面との間に形成され中間で分断
された折罫線と、この折罫線の分断位置の端部から前記側面及び前記フラップ側へ各々変
位した位置であって前記折罫線から離間して形成された一対の開封補助折罫線とが設けら
れ、前記箱体形成片の組立状態では、前記フラップと側面とを区切る前記折罫線を頂点と
する角部に、一対の前記開封補助折罫線により前記角部が面取りされた開封補助面が形成
され、前記破断部の端部は前記開封補助面に対向し、前記破断部の端部と前記開封補助面
との間に空間が形成されることを特徴とする開封補助機能付包装用箱である
【０００８】
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　また、前記開封補助折罫線は、前記フラップと側面との間の前記折罫線の両側に略平行
に一対設けられていてもよく、前記折罫線と前記一対の開封補助折罫線を結ぶ、六角形や
長丸などの連続した形状でもよい。
【０００９】
また、前記開封補助折罫線と対向する他の上蓋片等の部材には、前記開封補助折罫線を露
出する切欠部が設けられている。
【００１０】
この発明の開封補助機能付包装用箱は、開封補助面と破断部の端部との間に指を入れて破
断部を摘み、引き上げて破断部の切込線を切断する。切込線を切断して破断部を蓋片から
取り除くと、蓋片が分割され開封可能となる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態について図面に基づいて説明する。図１～図４は、この発明の
第一実施形態の開封補助機能付包装用箱１０について示したものであり、この実施形態の
開封補助機能付包装用箱１０は、厚紙等の１枚のブランクシートを打ち抜いて形成された
箱体形成片１２を組み立てて設けられている。
【００１２】
箱体形成片１２は、側面１４，１６，１８，２０が、互いに平行に連接して形成されてい
る。さらに、側面２０の側縁部には、開封補助機能付包装用箱１０の組立状態で側面１４
の内側に糊付けされる糊付片２２が設けられている。そして、側面１４，１６，１８，２
０及び糊付片２２は、各々折罫線２４，２６，２８，３０で区切られている。
【００１３】
側面１６の、隣接する側面１４，１８の連接方向に対して平行に位置する端部には、上蓋
片３２が折罫線３４で区切られて設けられている。上蓋片３２の、折罫線３４に対して直
角方向の幅は、組立状態で側面１６，２０間の間隔とほぼ同じ長さに形成されている。上
蓋片３２の、折罫線３４に対して平行方向の幅は、側面１６とほぼ同じ幅に形成され、先
端部３２ａに近い部分はやや細く形成されている。
【００１４】
上蓋片３２のほぼ中央には、折罫線３４に対して平行に、一対の断続する切込線３６で挟
まれて形成された破断部３８が、上蓋片３２の一端から他方の端まで形成されている。破
断部３８よりも折罫線３４に近い部分には、後述する内蓋片６４の差込片６８が差し込ま
れる切込線４０が設けられている。切込線４０の中央部分は、折罫線３４にほぼ平行な直
線であり、両端部分は折罫線３４から離れる方向に斜めに曲げられている。切込線４０の
中央部分から、折罫線３４からほぼ直角に離れる方向に直線が延出している。
【００１５】
一方、側面１６の、折罫線３４と反対側の端部には、矩形の底蓋片４２が折罫線４４に区
切られて設けられている。
【００１６】
側面１４の、側面１６の折罫線３４に隣接する端部には、台形状のフラップ４６が折罫線
４８で区切られて設けられている。折罫線４８の中央付近は折罫線４８が分断され、この
分断された部分の両脇に、折罫線４８に対して平行な開封補助折罫線５０が各々形成され
ている。また、側面１４の、折罫線４４に隣接する端部には、台形状のフラップ５２が折
罫線５４で区切られて設けられている。
【００１７】
側面１８の、折罫線３４に隣接する端部には、フラップ４６と対称形の台形状のフラップ
５６が、折罫線５８で区切られて設けられている。また、側面１８の、折罫線４４に隣接
する端部には、フラップ６０が折罫線６２で区切られて設けられている。
【００１８】
側面２０の、折罫線５８に隣接する端部には、フラップ５６よりも大きい台形状の内蓋片
６４が、折罫線６６で区切られて設けられている。内蓋片６４の先端中央には、小さい台
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形状の差込片６８が先端側に突出して形成されている。また、側面２０の、折罫線６２に
隣接する端部には、フラップ７０が折罫線７２で区切られて設けられている。
【００１９】
次にこの実施形態の開封補助機能付包装用箱１０の組立方法について説明する。なお、こ
こでは図１が開封補助機能付包装用箱１０の箱体形成片１２の表面側を見たものであり、
箱体形成片１２の表面側が凸になる折り方を正折り、そして裏面側が凸になる折り方を逆
折りと称する。
【００２０】
まず、糊付片２２の表面に糊７４を塗布し、折罫線２８を正折りし、次に折罫線２４を正
折りし、側面１４の裏面を糊付片２２の表面に糊付けする。そして、折罫線２４，２６，
２８，３０を各々９０°に正折りして四角形の箱体にする。次にフラップ７０の表面に糊
８０を塗布し、折罫線５４，６２でフラップ５２，６０を正折りし、その後折罫線７２で
フラップ７０を正折りし、その外側に折罫線４４で底蓋片４２を正折りして底蓋片４２の
裏面をフラップ７０表面に糊付けする。
【００２１】
この後、この状態で箱体内に商品を入れる。商品は菓子や医薬品等、種々のものである。
そして、内蓋片６４表面の折罫線６６寄りの部分に糊８２を塗布し、折罫線４８，５８で
フラップ４６，５６を正折りし、その後折罫線６６で内蓋片６４を正折りする。その後折
罫線３４で上蓋片３２を正折りして、上蓋片３２裏面を内蓋片６４表面に糊付けする。な
お、この組立方法は、他の順番で行ってもよい。
【００２２】
このとき図２に示すように、折罫線４８を９０°に正折りすると、一対の開封補助折罫線
５０が正折りされて開封補助折罫線５０の間が折罫線４８の角部を切り欠いたような斜面
の開封補助面５１が形成される。開封補助面５１は上蓋片３２の破断部３８の端部に対向
する部分に形成される。
【００２３】
そして、この開封補助機能付包装用箱１０を開封するときは、開封補助面５１に指先を入
れて上蓋片３２の破断部３８を摘み、破断部３８を引き上げて切込線３６を切断する。切
込線３６を切断して破断部３８を上蓋片３２から切除すると、上蓋片３２が分割され開封
される。開封後、再び閉めるときは、内蓋片６４の差込片６８を上蓋片３２の切込線４０
に差し込み、係止する。
【００２４】
この実施形態の開封補助機能付包装用箱１０によれば、容易に破断部３８の端部を摘み、
開封することができる。破断部３８の端部の下方には、開封補助面５１が折罫線４８より
も下方に位置し破断部３８との間に空間を設けるため、破断部３８の下に指を入れて摘み
やすくなり、開封が容易となる。特に、子供や老人、手が不自由な人にも開封しやすいも
のとなる。そして、複雑な工程を必要とせず、従来の製造方法で簡単に生産が可能である
。
【００２５】
なお、この実施形態は、開封する破断部の形状が異なるものでも良い。例えば、図３に示
す開封補助機能付包装用箱１１は、上蓋片３２の折罫線３４の反対側の端部３２ａの中心
付近に、一対の切り込み線８４の端部が互いに対向して、端部３２ａに対して直角に設け
られている。切り込み線８４は、上蓋片３２の折罫線３４に向かうに従い、互いに離れる
方向へ向かって形成されている。また、側面２０と内蓋片６４を区切る折罫線６６の中央
付近は折罫線６６が分断され、この分断された部分の両脇に、折罫線６６に対して平行な
開封補助線８６が各々形成されている。開封補助線８６は、長手方向の中心付近が破断さ
れている。
【００２６】
この開封補助機能付包装用箱１１の組立方法は、上蓋片３２を組み立てる際に、内蓋片６
４の表面の折罫線６６付近の２ヶ所にそれぞれ糊８８を塗布し、折罫線４８，５８でフラ
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ップ４６，５６を正折りし、その後折罫線６６で内蓋片６４を正折りし、折罫線３４で上
蓋片３２を正折りして、上蓋片３２裏面を内蓋片６４に糊付けする。折罫線６６を９０°
に正折りすると、一対の開封補助折罫線８６が正折りされて開封補助折罫線８６の間が折
罫線６６の角部を切り欠いた開封補助面８７が形成される。開封補助面８７は上蓋片３２
の一対の切込線８４に対向する部分に形成される。この開封補助機能付包装用箱１１によ
れば、開封補助面８７により破断線８４を摘みやすくなり、開封が容易となる。
【００２７】
次にこの発明の第二実施形態について図４に基づいて説明する。ここで、上記実施形態と
同様の構成は同一符号を付して説明を省略する。この実施形態の開封補助機能付包装用箱
９０は、側面１４，１６，１８，２０が折罫線２４，２６，２８で区切られて連接してい
る。側面１４の端部には、フラップ４６，５２が折罫線４８，５４で区切られて設けられ
ている。一方の折罫線５４は、折罫線５４の中心からやや側面１６より離れる位置で分断
され、分断された部分に、細長い六角形の開封補助折罫線９４が設けられている。開封補
助折罫線９４は、長手方向の側縁部が折罫線５４に対して平行で折罫線５４の両側方に平
行に位置している。
【００２８】
側面１６の端部には、横蓋片９６，９８が折罫線１００，１０２で区切られて設けられ、
さらに差込片１０４，１０６が折罫線１０８，１１０で区切られて設けられている。フラ
ップ５２に近い横蓋片９８には、フラップ５２側の側縁部に、内側にわずかにくぼむ切欠
部１１１が設けられている。
【００２９】
側面１８の端部には、フラップ５６，６０が、折罫線５８，６２で区切られて設けられて
いる。
【００３０】
側面２０の、折罫線２８と反対側の側縁部には、開封補助機能付包装用箱９０の組立状態
で側面１４の外側に糊付けされる外蓋片１１２が、折罫線１１４で区切られて設けられて
いる。外蓋片１１２には、外蓋片１１２の中央付近に、折罫線１１４に対して平行に、一
対の断続する切込線１１６で挟まれて形成された破断部１１８が、外蓋片１１２の端から
端まで形成されている。
【００３１】
次にこの実施形態の開封補助機能付包装用箱９０の組立方法について説明する。なお、こ
こでは図４が開封補助機能付包装用箱９０の箱体形成片９２の表側を見たものである。
【００３２】
まず、外蓋片１１２の、破断部１１８よりも先端寄りの部分に糊１２０を塗布し、例えば
、折罫線２４または折罫線２６を正折りして側面１４を折り込み、次に折罫線２８または
折罫線１１４で外蓋片１１２を折り込み、側面１４の表面に外蓋片１１２の裏面を糊付け
する。そして、折罫線２４，２６，２８，１１４を各々９０°に正折りして四角形の箱体
にする。
【００３３】
次に、フラップ４６，５６の表面に糊１２０を塗布し、折罫線４８，５８でフラップ４６
，５６を正折りする。さらに折罫線１００で上蓋片９６を９０°に正折りし、差込片１０
４を折罫線１０８で正折りし、差込片１０４を側面２０の内側に差し込んで、フラップ４
６，５６表面と上蓋片９６の裏面とを接着する。また、フラップ５２，６０の表面にも糊
１２０を塗布し、折罫線５４，６２でフラップ５２，６０を正折りする。さらに折罫線１
０２で上蓋片９８を９０°に正折りし、差込片１０６を折罫線１１０で正折りし、差込片
１０６を側面２０の内側に差し込んで、フラップ５２，６０表面と上蓋片９８の裏面とを
接着する。
【００３４】
折罫線５４でフラップ５２を９０°に正折りすることにより、一対の開封補助折罫線９４
の長手方向の側縁部が正折りされて、開封補助折罫線９４の内側が折罫線５４の角を切り
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欠いたような斜面の開封補助面１２２が形成される。開封補助面１２２は、外蓋片１１２
の破断部１１８の端部に対向する部分に形成される。また上蓋片９８の、開封補助折罫線
９４に対向する部分に、切欠部１１１が位置し、開封補助折罫線９４の開封補助面１２２
が露出している。
【００３５】
この実施形態の開封補助機能付包装用箱９０によれば、前記実施形態と同様の効果を有す
るものである。そして、開封補助面１２２を覆う上蓋片９８に切欠部１１１が形成される
ため、開封補助面１２２が確実に露出されて破断部１１８が摘みやすく、容易に開封する
ことができる。
【００３６】
なお、発明は上記各実施形態に限定されるものではなく、破断部の位置や形状等自由に変
更可能であり、破断部の端部に位置する折罫線に開封補助折罫線が設けられていれば良い
。開封補助折罫線の形状は、通常の折罫線からやや離れた位置に迂回したり分離する等自
由に変更可能であり、罫線、ミシン目、切刃、ハーフカット線等、いろいろな手段で設け
られても良い。また、折罫線が途中で一部途切れたものでも良い。この場合も、その折罫
線で箱体を折り曲げると、折り曲げ部が湾曲し、破断部の端部を持ちやすくする空間を形
成する開封補助面が設けられる。また、開封補助機能付包装用箱の材質は、紙やプラスチ
ック等自由に選択可能である。罫線等の形状は、材質や商品イメージに合わせて変更可能
である。
【００３７】
【発明の効果】
この発明の開封補助機能付包装用箱は、簡単な構造により、開封用の破断部を摘みやすく
して容易に開封することができる。破断部の端部の下には、折罫線が途切れて形成された
開封補助面が設けられて、空間を設けているため、指が入れやすく、開封が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第一実施形態の開封補助機能付包装用箱の展開図である。
【図２】この実施形態の開封補助機能付包装用箱の斜視図である。
【図３】この実施形態の開封補助機能付包装用箱の変形例である。
【図４】この発明の第二実施形態の開封補助機能付包装用箱の展開図である。
【符号の説明】
１０　開封補助機能付包装用箱
１２　箱体形成片
１４，１６，１８，２０　側面
２２　糊付片
３２　上蓋片
３６　切込線
３８　破断部
４２　底蓋片
４６，５２，５６，６０，７０　フラップ
５０　開封補助折罫線
５１　開封補助面
６８　差込片
７４，８０，８２　糊
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